　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
医療的ケアを必要とする児童の保育に関する同意書【別紙２】

【確認事項】
	□
	「医療的ケアを実施するにあたっての確認事項」を読み、内容を理解しました。

	□
	保育の利用日・利用時間は、月～金曜日（祝日を除く）の９：００～１７：００となります。

	□
	医療的ケアを行う看護師が勤務できない場合には、①保護者等が付き添いのもと登所・登園し医療的ケアを実施する、②家庭保育を行う、のいずれかの対応を行うことを了承します。
※保護者等とは、保護者、緊急連絡先に記載された親族をいいます。

	□
	保育所・保育園（以下「保育施設」という。）の中で感染症が一定数以上発生した場合の登所・登園の判断は、保護者等の責任で行います。また、保育施設の判断で登所・登園を控えるようお願いをする場合があります。

	□
	健康観察、検温等は毎日必ず行い、児童の体調を確認のうえ登所・登園をしてください。また、保育施設での朝の受け入れ時の観察において、職員が児童の体調が悪いと判断した場合には、登所・登園を見合わせることを了承します。

	□
	児童の体調に急変が生じ、緊急事態と保育施設が判断した場合には、保護者等に連絡がつく前に児童を医療機関に搬送し、受診又は治療を行うことがあります。その場合、医療機関での受診・治療に伴う費用は保護者の負担になります。

	□
	保育施設で実施する医療的ケアは、「千葉市医療的ケア実施ガイドライン」に掲げるケアに限定されます。そのため、児童の病態の変化により、ガイドラインに掲げるケア以外の医療的ケアが必要になった場合は、原則として退所・退園になります。

	□
	集団生活において乳幼児がかかりやすい病気のリスクについて理解した上で、保護者の責任で保育施設に入所・入園します。

	□
	主治医の指示通り医療的ケアを実施したとしても問題が発生する場合があります。なお、主治医の指示通り実施されたことによって起こる問題について、市や保育施設の職員は責任を負いません。

	□
	上記のほか、市・保育施設との間で取り決めた事項を遵守します。


確認事項について全て内容を理解し、同意したので申請いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西暦　　　　　　   年 　　　月　 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　     
